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様式第４号（第10条関係） 

 

審議会等の会議の記録 

 

審議会等の名称 令和７年度 第２回西脇市環境審議会 

開催日時 令和７年８月19日（火） 

午前９時30分～11時50分 

開催場所 西脇市役所３階 大会議室 

出席委員の氏名 

又は人数 

 熊谷 哲   飛田良平   齋藤博史 

土本美鈴   門上きく   宮崎 隆 

吉川ひとみ  堀井紗由里  小坂和也 

欠席委員の氏名 

又は人数 
内橋 実 

出席職員の職・ 

氏名又は人数 

（幹事） 

 くらし安心部長 萩原靖久 

（事務局） 

環境課長    本間健夫 

環境課長補佐  吉山明宏 

環境課     三村尚暉 

（環境基本計画改定業務受託事業者）  

㈱地域計画建築研究所 長澤、藤田 

公開・非公開の別 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴人の数 １人 

議題又は協議事項 １ 開会 

２ 委員紹介 

３ 会長・副会長選出 

４ 報告事項 

西脇市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

～令和６年度年次報告～ 

５ 審議事項 

  西脇市環境基本計画の改定について 

 ６ その他 

７ 閉会 

会議の記録（概要） 

発言者  

１ 開会  
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

２ 委員紹介 

 

〇 会議の成立の報告 

 

・ 委員10名中９名出席により、会議成立を報告 

 

３ 会長・副会長選出 

 

・ 委員間の互選をもって、会長に熊谷委員、副会長に内橋委員を

選出 

 

〇 議長着任 

 

・ 西脇市環境審議会規則第３条第１項の規定により、会長が会議 

の議長となる。 

 

〇 議事録署名人選出 

 

・ 議事録署名人に、飛田委員と齋藤委員を指名 

 

〇 会議の公開・非公開確認 

 

・ 非公開内容がないことを審議会において確認したため、本日の 

会議は公開とすることを決定 

 

〇 傍聴定員の決定 

 

・ 本日の傍聴希望者は１人であることを報告 

 

・ 西脇市環境審議会運営規則第４条に定める定員以下のため、入 

室を許可する。 

 

４ 報告事項 

西脇市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について ～令和６年 

度年次報告～ 

 

・ 資料２に基づき事務局より説明 
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議長 

 

委員 

 

 

 

  

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

・ 資料２について質疑等はないか。 

 

・ ７～８ページの集団回収量について、回収量が減少しているが、

道路沿い等に設置されている無料の古紙回収ボックスに搬入され 

る紙類の量が増加していることが、一つの要因ではないか。 

以前は西脇多可行政事務組合に段ボールを搬入できていたが、

最近は搬入できず、子ども会や自治会等が実施している資源ごみ

回収で回収してもらうように促されている。 

 

・ 従来は資源ごみ回収で回収されていた紙類の一部が、無料の古

紙回収ボックスに搬入されていることは予想される。 

一方、紙類以外の品目についても、子ども会の会員数の減少、

自治会役員の高齢化等の理由で、資源ごみ回収の実施回数が減少

し、回収量が減少していると考えられる。 

資源ごみ回収を実施した団体に対して助成金を交付している西

脇多可行政事務組合より、令和７年度から資源ごみ回収の助成金

の交付基準とする年間実施回数を年３回以上から年１回以上へと

引き下げたが、引き続き時代に合った形で資源ごみ回収を推進し

ていきたいとのことであった。 

 また、店頭回収については、地域に根差したスーパー等の協力

を仰ぎながら、リサイクル率の上昇に向けて取組を進める必要が

あると考えている。 

 ただし、資源ごみ回収による回収量と店頭回収による回収量は、

各団体、スーパー等からの報告により把握できるが、無料の古紙 

回収ボックスに搬入される量は把握する手段がない。そのため、 

実質的にはリサイクルに貢献していると思われるが、実績として 

反映されない点にご留意いただきたい。 

 

・ 確かに無料の古紙回収ボックスはよく見かけ、その利便性から

利用者が多いことが予想される。仮に無料の回収ボックスに搬入

される量が年々増加している場合は、リサイクルが進んでいるこ

とになるが、その量を把握する手段がないため、解釈のしようが

ない。集団回収量の減少を理由に必ずしもリサイクルが進んでい

ないとは言い切れない。 

 

・ 他に質疑等はないか。 
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議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

（質疑等はなし） 

 

・ 他に質疑等がないため、次の議事に進行する。 

 

５ 審議事項 

 西脇市環境基本計画の改定について 

 

・ 資料３～６に基づき事務局より説明 

 

・ 資料３～６について質疑等はないか。 

 

・ 資料４の９ページのごみ出し等が困難な要介護者等に対するご

み出し支援制度の創設について、具体的にどのような制度となる

予定なのか。 

 

・ 昨年から、市福祉部局、市環境課、西脇多可行政事務組合の３

者で調整会を開いており、令和７年10月１日から開始する予定と

している。 

市内のごみステーションにごみを出すことが困難な者の多くが、

介護サービスとしてホームヘルパーを利用している。ホームヘル 

パーによる支援を受けることができる時間の制約がある中で、ご 

み出し支援に要するサービスの割合が大きいという課題があった。 

そのような背景を踏まえて、各家庭の玄関先に設置したごみ箱 

をごみステーションとして扱い、そこに出されたごみを西脇多可 

行政事務組合が戸別収集するという制度とした。戸別収集のため、

回収頻度は週１回で曜日は固定とする。通常のごみステーション 

に出す時と同じように分別された状態で出してもらい、そのごみ 

を一度に収集する予定としている。 

 対象者については、要介護者のうち要介護２以上の者、その他 

障がい者等の法律に基づく基準を満たした者を対象としており、 

全ての市民が対象となるわけではない点にご留意いただきたい。 

 

・ 良い制度だと思うが、収集員の負担が増加する点が懸念される。

制度の利用者はどの程度を見込んでいるか。 

 

・ 事前に福祉部局から情報提供を受けており、32世帯を想定して 

いる。 
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委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

・ 利用者の費用負担はないのか。 

 

・ 指定ごみ袋を使用してもらうことで、通常のごみステーション

を利用する場合と同じ扱いとしている。回収場所が各家庭の玄関

先のごみ箱か、ごみステーションかの違いである。 

 

・ 資料５の12ページの戸建住宅への太陽光発電システムの設置に 

ついて、口頭で、年間の申請件数が約 100件との説明があったが、 

 各家庭で災害対策として蓄電池を設置しているところもあり、そ

れらの設備を設置するに当たっての補助制度はないのか。 

 

・ 国の固定価格買取制度の認定を受けて設置される件数について、 

年間約 100件となっている。固定価格で売電できる期間が10年で 

あるため、10年を経過すると売電価格が極端に安くなることが想 

定される。 

 蓄電池については、家庭における電気の消費量により、設置し

た際に有利になるかどうかが分かれる。電力会社から電気を購入

する代わりに太陽光発電で発電した電気を自家消費した場合に節

約できる電気代の総額が、将来的に蓄電池の設置費用を上回るの

であれば設置した方が良い。 

市内には一人暮らしの高齢者世帯のように電気の消費量が比較

的少ない家庭が多く、このような家庭では将来的に蓄電池の設置

費用の方が高くなる。 

一方、子育て世帯のように電気の消費量が比較的多い家庭の場

合は、自家消費によって節約される電気代の総額が、将来的に蓄

電池の設置費用を上回る可能性がある。 

 このように、蓄電池を設置した際に有利になるかどうかは、家

庭における電気の消費量と太陽光発電システムの発電出力次第で

ある。そのため、固定価格買取制度による売電が終了した家庭に

蓄電池の設置を促す取組が考えられるが、具体的には検討中であ

る。 

 

・ 資料５の８ページの削減目標について、国は2030年度に2013年

度比46％削減という目標を掲げているが、兵庫県はさらに野心的

な2013年度比48％削減という目標を掲げている。このたび、西脇

市も兵庫県と同じ目標を掲げる方針を確認し、一緒に頑張ってい

きたいと思っている。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 太陽光発電について、一般の家庭や事業所では難しいかもしれ

ないが、公共施設であれば、一定規模以上が条件にはなるが、Ｐ

ＰＡ方式という選択肢がある。 

通常は、電力会社から電気を購入する代わりに太陽光発電で発

電した電気を自家消費することで、電気代の節約を図るが、ＰＰ

Ａ方式の場合は、電力会社が駐車場のカーポートなどに太陽光発

電システムを設置し、そこで発電された電気を設置場所の所有者

が購入する。20～30年の長期契約となることや一定規模以上とい

う条件はあるが、初期投資が不要である。大規模な土地や駐車場

を所有する自治体であれば可能ではないか。 

 兵庫県の外郭団体であるひょうご環境創造協会が積極的に取り

組んでおり、現時点で約10件の実績があるので、西脇市が設置を

検討する場合は相談してほしい。 

 

・ 蓄電池について、固定価格が市場価格よりも高い場合は、自家

消費せずに全量売電する方が良い。固定価格で売電できる期間が

終了すると、発電した電気を売却する価格と電力会社から電気を

購入する価格の差額が大きく開くことになる。場合によっては２

～３倍になる可能性もある。このような理由から、蓄電池が注目

されている。 

ただし、蓄電池を設置した際に有利になるかどうかは、やはり

家庭における電気の消費量に依存するため、一律に判断できず、

個別に診断する必要がある。技術の進歩により、最近では安価で

高性能のものも出てきているため、蓄電池を設置した際に有利に

なる家庭もあると思う。 

一方、蓄電池を設置することで二酸化炭素排出量が削減される

わけではない。単に発電したものを後で消費するために貯めてお

くだけの設備である。蓄電池の設置により、発電量が増加するわ

けではない点はご理解いただきたい。 

 

・ 以前、自治会が所有する池に太陽光発電システムを設置しては

どうかという意見があったが、設置業者が太陽光発電システムを

廃棄する時点で存在していない可能性があること、台風等の災害

があった場合に故障の恐れがあること、設備を撤去する費用が必

要になることなどの将来の不安を払拭できず、最終的に設置を見

送ることとなった。西脇市内の池には、生物多様性の観点から人

工物を設置することが適切でないものもあるが、単に水が溜まっ
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議長 
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議長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ているだけの状態のものも多数あり、太陽光発電システムを設置

することがそれらの活用方法の一つとなるのではないか。 

行政が、池を所有・管理している自治会の不安を取り除き、支

援できる方法や対策があれば嬉しく思う。 

 

・ 池に太陽光発電システムを設置する場合は、環境基本計画の基

本目標の一つである生物多様性との調整が必要である。池全体を

太陽光発電システムで覆うと、池が持つ生物多様性の保全力を一

部失うことになる。 

また、地上ではなく水上であることから、設置した太陽光発電

システムをどのように管理するかが課題となる。地球温暖化によ

り、大雨、台風等の災害級の気候を見かけることが最近増えてい

る。池がそれに耐えうるかどうかは疑問である。 

太陽光発電システムを設置するために山林の樹木を伐採する、

いわゆる開発を行うことはかなり問題があり、その点については

条例で規制されていると、口頭で説明があったが、条例で規制す

る対象には池も含まれるのか。 

 

・ 条例が適用される範囲を発電出力が10kw以上としているため、

家庭用の規模を超える太陽光発電システムを設置する場合は、場

所に関わらず、規制の対象となる。届出の際に事業計画の提出を

求めており、乱開発の防止を目的としている。 

 

・ 開発を伴う太陽光発電システムの設置については、条例による

規制があることをご理解いただき、その前提を踏まえた上で、ど

のような対策が考えられるかという観点で意見を伺いたい。 

 

・ ため池について、まだ太陽光発電が世の中に普及し始めた段階

の時に、兵庫県北播磨県民局が、小野市のため池で試験的にフロ

ート式の太陽光を設置した事例がある。固定価格が比較的高い時

に固定価格買取制度の認定を受け、発電した電気は池を所有・管

理している自治会の公民館等で使用するだけであったため、大き

な利益を得ていた。それを兵庫県と自治会で折半する契約となっ

ており、20年後に撤去することを見越して毎年撤去費用を積み立

てている。このような運用方法であれば、撤去費用を賄うことが

できると思う。 

ただし、最近問題となったのが修繕費用である。災害等により、
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

突然故障することが想定されるので、事前に対策しておく必要が 

ある。 

当事例の場合はそれをしていなかったため、一度に多額の修繕

費用が必要となったが、結果として収入から修繕費用を支出する

ことができた。売電価格にもよるが、設置を検討する段階で撤去

費用と修繕費用について計画しておけば、不安要素を解消できる

と思う。 

 

・ 資料４の９ページの基本目標について、資源循環の取組の達成

状況が０％となっているが、どのような評価を行い、このような

結果が得られたのか。 

 

・ 資料では０％と記載しているが、西脇市が全く取組を行わなか

ったということではない。ごみ排出量を減少させる取組として、

家庭で余っている食品を西脇市の公共施設で回収し、それを必要

としている福祉団体等に寄附するフードドライブと、家庭から排

出される廃食用油を回収し、廃食用油を石鹸等にリサイクルする

業者に提供する廃食用油回収を、どちらも年３回実施している。

また、みらフェスや産業フェスタ等の市主催の大型イベントにブ

ースを出展し、ごみの分別に関するクイズを通じて啓発を行って

いる。 

 これらの取組がごみ排出量の減少にどの程度貢献しているのか

数値化することは難しいが、基本目標の達成状況について評価指

標と照らし合わせながら再考する。 

 

・ 達成状況を０％とすると、全く取組を行わなかったことになっ

てしまう。実際には、いくつか取組を行っているので、その貢献

度を数値化が困難なことは予想されるが、全く取り組んでいない

という誤解を生まないために、表記を工夫するべきだと思う。 

 

・ 西脇市としては、今後、大規模な太陽光発電システムの設置を

推進したいと考えている。その手段の一つとして、山林の開発が

挙げられる。条例等による乱開発の規制を行っていることから、

環境保全の観点から好ましくないものはこれ以上進まないことが

想定される。 

次の手段として、市街地に散見される未利用地の活用が挙げら

れるが、地価が高額であるため、より収益性が高い活用策が推奨
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事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

されるものと考えられる。 

一方、地価が安価であり、まとまった土地を確保できることか

ら、農地に太陽光発電システムを設置することは比較的容易であ

ると思われる。そのような事業に対して、従来は農地保全の観点

から規制が行われてきたが、再生可能エネルギーが注目されるよ

うになってからは規制を一部緩和している例も見られる。 

例えば、橋脚を用いて太陽光発電システムを設置し、その下で

農作物を栽培する営農型太陽光発電が１種農地や農業振興農用地

で認められている。 

しかし、その生産性の低さや許可後の営農放棄も問題になって

いることも事実である。このような前提を踏まえた上で、西脇市

が営農型太陽光発電の取組を進めることについて委員の意見を伺

いたい。 

 

・ 現在、高松町内において３件の営農型太陽光発電の事例がある。 

 最初に営農型太陽光発電の転用許可を取得した農地について、許

可申請の段階では太陽光発電システムの下でサカキやシキミ等を

栽培する計画だったが、実際にはほとんど栽培していなかったた

め指導した。許可期間の３年が経過し、その更新時にカボチャを

栽培する計画に変更したところ、そこで収穫されたカボチャが販

売されたり、小野市の飲食店で料理の材料として使用されたりし

ている。現在許可を更新してから約２年が経過しているが、計画

収穫量を満たしており、順調である。連作障害が生じにくい点か

らも営農型太陽光発電にカボチャが適していると思われる。 

耕作放棄地に太陽光発電システムを設置する計画が約２件あり、

許可した。設置業者が太陽光発電システムにより周辺農地に悪影 

響を及ぼさないように管理していること、周辺農地の所有者から 

理解を得ていることから、許容されるものと考えている。 

 

・ 西脇市が営農型太陽光発電を推進すると、それに伴って許可申

請が増加することが予想される。引き続き、農地の保全と地球温

暖化対策の両立をお願いしたい。 

 

・ 本来であれば、農地に太陽光発電システムを設置することは、

景観上好ましくない。しかし、圃場整備によって比較的耕作が容

易になった農地が、後継者不足等の理由で耕作放棄地となってい

る現状を踏まえると、今後、営農型太陽光発電に関する農地転用
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の許可申請があれば、明らかに適切でないものを除き、許可され

るものと考えている。 

 

・ 営農型太陽光発電の場合は、本来農作物に届く太陽光が一部遮 

られることになるため、全ての農作物が適するわけではない。 

 

・ 太陽光発電システムの下で稲作を行っている事例があり、トラ

クターやコンバイン等の農業機械で作業できるように、非常に大

規模なものとなっている。 

  営農型太陽光発電で農作物が順調に成長するためには、農地面

積の約50％に太陽光が当たる必要があると考えている。 

 

・ 太陽光発電以外の観点からの意見はないか。 

 

・ 資料４の６ページのむすブンについて、登録者数が年々増加し

ているとの説明があった。むすブンを利用するために事前に予約

する必要があるが、近隣から予約が取りにくいとの声があった。 

利用者の多くが病院に行く手段としており、特に平日の午前中

に自宅から病院までの区間の予約が取りにくく、困っているとの

ことであった。 

また、比延地区、芳田地区、黒田庄地区の利用者から予約が取

りにくいとの声もあり、全ての区間の利用料金が一律であること

に起因するものではないかと思われる。市街地に住んでいる者な

ど、自宅から病院までの移動距離が短い利用者ほど利用料金を高

く、山間部に住んでいる者など、自宅から病院までの移動距離が

長い利用者ほど利用料金を安くすべきではないか。運用体制を見

直し、必要としている者が利用しやすいように再度検討する必要

があると思う。 

台数が不足しているとの声もある。もともと民間のタクシー会

社のタクシーとして利用されていた車両をむすブンとして利用し

ているため、通常のタクシーを予約することが難しい。多少費用

がかかっても利用したいと考えている者が利用しにくい現状とな

っている。 

むすブンを所管しているのは市まちづくり課であるため、むす

ブンを運輸部門の二酸化炭素排出量を削減する対策の一つとする

のであれば、市まちづくり課との連携が必要になると考えている

がどうか。 
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・ 市まちづくり課に当意見を共有する。台数が不足しているとの

指摘があったが、例えば、不足分について電気自動車を追加導入

することで補うような対策が考えられる。 

 

・ 台数不足のみならず、運転手不足も最近大きな問題となってい

る。車を補充しても、運転手がいなければ結局運行することがで

きない。公共交通機関と代替輸送手段をうまく組み合わせて、住

みやすさの向上と環境問題の解決を両立する必要がある。人口が

減少する中、運転手不足も深刻である。 

 

・ 他に質疑等はないか。 

 

（質疑等はなし） 

 

・ 他に質疑等がないため、次の議事に進行する。 

 

６ その他 

 

・ 次回審議会は、10月３日、９時30分からを予定。 

  

７ 閉会 

 

問合せ先 くらし安心部環境課 

 


